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 京都市では，人権が大切にされるまちづくりを推進するため，京都市内の市民団体やＮＰ

Ｏ法人等が自主的に実施する，人権に関する講演会やシンポジウム，イベント等の啓発活動

に対し，補助金を交付することにより支援する制度を設けています。是非，御利用ください。 

 
 
 

◆交付の対象となる団体◆ 

 ◇ 法律により設立し，又は組織することを義務付けられている団体でないこと。 

◇ 営利を目的とする団体でないこと。 

 ◇ 主たる事務所が京都市内にあること。 

◇ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団 

密接関係者でないこと。 

◆交付の対象となる活動◆ 

◇ 主たるテーマや内容が，京都市人権文化推進計画に掲げる各重要課題（※）に関するもの 

◇ 京都市内で開催されるもの 

◇ 特定の市民又は地域を対象としたものではなく，広く市民に広報し，誰でも参加できるもの 

であること（学習会や交流事業等であること）。 

◇ 令和３年４月１日から令和４年３月３１日の間に行う啓発活動であること。  

     

 

◇ 女性と男性が互いに人権を尊重し支え合うまちづくり       

◇ 子どもを共に育む社会づくり 

◇ 高齢者の人権尊重と支え合う健康長寿のまちづくり        

◇ 障害のある人の人権尊重と互いに支え合うまちづくり 

◇ ひとりひとりの人権が大切にされる同和問題の解決のための取組  

◇ 多文化が息づくまちづくりと外国籍市民等の人権尊重 

◇ 安心して働き続けられる職場づくり               

◇ 感染症患者等の人権尊重 

◇ 犯罪被害者等の人権尊重     

◇ 刑を終えて更生を目指す人                

◇ ホームレスの人権尊重と自立支援 

◇ 高度情報化社会における人権尊重                

◇ ＬＧＢＴ等の性的少数者の人権尊重                   

◇ 様々な課題 

（アイヌの人々，婚外子，北朝鮮当局による拉致問題等，東日本大震災等に起因する人権問題） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

交付の対象 

※京都市人権文化推進計画【改訂版】に掲げる重要課題 
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◆ 企画，調査，打合せ，交渉その他の事前の調整に係る経費 

◆ 次に掲げる物品の購入又は作成に係る経費 

   ア 主催者，出演者及び参加者に提供される飲食物及び食器 

   イ 遊具又は景品 

   ウ 補助活動の終了した日以降においても相当の期間継続して使用可能な物品又は映像 

   エ 補助活動の終了した日以降に作成する冊子，図書，報告書その他の記録物 

◆ 出演者に提供される物品に係る経費 

（ただし，謝礼又は報酬（交通費を含む。以下同じ。）として提供される物品に係る経費を除く。） 

◆ 謝礼又は報酬のうち，次に掲げる経費 

   ア ３０万円を超えるもの 

   イ １年度当たり，同じ出演者に対する１５万円を超えるもの 

     （ただし，同じ出演者に対して謝礼又は報酬を支払う主催者が同一の団体（実質的に同

一の団体であると認められる団体を含む。）でない場合は除く。） 

   ウ 主催者に属する者に対するもの 

◆ 主催者及び出演者の宿泊に係る経費 

（ただし，出演者については宿泊することに合理的な理由がある場合を除く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補助金の対象とならない経費 事前に御相談 

ください！ 
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◆ 活動経費の２分の１の範囲内とします。 

◆ １年度に１の団体が交付を受けることができる補助金の上限額は１００万円です。 

◆ 補助金は，予算の範囲内で支出するものです。 

  予算には限りがありますので，交付要件を満たしている場合であっても，申請額が本補助金予

算額を上回ったときは，交付額が減少することがあります。  

◆ 補助金の額は次の算出方法により決定します。 

 

◇交付予定額の算定◇ 

交付申請のあった団体に対しては，補助金を交付することが決定した場合にお知らせします。

算定方法は以下のとおりであり，募集期間の申請総額が本補助金予算額（年度予算額）を超える

場合は，交付額が２分の１以下となることがありますので，御了承ください。 

   
   

 

 

 

 

 

 

 ◇交付率の設定◇ 

交付申請のあった団体に対しては，補助金を交付することが決定した場合にお知らせします。

設定方法は以下のとおりです。 

 

 

   交付予定額 ÷ 補助金の交付対象となる経費 ＝ 交付率 

 

  

 

 ◇交付額の決定◇ 

  上記の交付予定額及び交付率は，実績報告において補助金の交付額を確定する際も適用します。 

 

  実績報告で交付対象経費が当初よりも上回った場合⇒交付予定額を上限とします。 

 

  実績報告で交付対象経費が当初よりも下回った場合⇒交付対象経費に交付率を乗じた額を， 

交付額とします。 

 

原則として，収益は認めません。決算書において収益があると認められる場合は，その収益分

を交付額から減じて最終的な交付額を決定します。 

 

補助金の額 

年度予算額 × ＝  交付予定額 

 

補助活動を行
う団体からの
交付申請金額 

÷ 
全ての団体か
らの交付申請
金額合計 
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１．交付申請から交付決定まで 

 

◆交付の申請期限◆ 

令和３年５月３１日 

※持参又は郵送の場合は，申請期限日の午後５時までに必着。 

 メールの場合は，申請期限日の午後１１時５９分までに必着。 

※申請期限を経過すると，申請を受け付けることができませんので御注意ください。 

 

◆交付申請に必要なもの◆ 

  ◇人権啓発活動補助金交付申請書（第１号様式。１５ページ参照） 

◇事業計画書等，活動の内容の詳細を記載したもの 

◇収支予算書（謝礼又は報酬が委託費等に含まれる場合は，その内訳が分かるもの） 

◇市民への周知チラシやポスター等の広報物 

◇啓発活動を実施する場所の使用許可書の写し 

◇主催団体の規約，構成員名簿等の団体の概要が分かるもの 

◇その他文化市民局長が必要と認めるもの 

    必要に応じて，その他の書類，資料等を提出していただく場合があります。 

   

これらの書類のうち，交付の申請の期日に提出できないやむを得ない事情がある場合は，啓発

活動実施日の１４日前の日までに必ず提出してください。 

 

※既に活動を実施した場合も，これらの書類等の提出が必要です。 

 

 ◆提出先◆ 

  京都市文化市民局共生社会推進室人権文化推進担当 

  〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町６５ 京都朝日ビル８階 

  TEL：075-366-0322 FAX：075-366-0139 

    E-mail：jinken@city.kyoto.lg.jp 

 

◆交付決定◆ 

京都市において，提出された申請書等を審査し，規則第５条に定められた期限（令和３年６月

１日（火））の到来後２８日以内に補助金交付の可否等について，申請者に文書で通知します。 

審査に当たっては，必要に応じて，６月中に本市から申請者にヒアリング（対面，オンライン

活用等による聞取り調査）を実施することがあります。また，交付決定後も必要に応じて，啓発

活動実施日又は実施期間中に現地調査を実施することがあります。 

 

交付することを決定したとき  … 交付を決定した旨，交付予定額，交付率及び交付条件 

を文書により通知します。 

交付しないことを決定したとき … 交付しない旨及びその理由を文書により通知します。 

 

 

交付手続の流れ 

事前に御相談 

ください！ 

mailto:jinken@city.kyoto.lg.jp
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２．交付決定から啓発活動日当日まで 

交付決定後に啓発活動の変更・中止をする場合は，人権啓発活動変更・中止承認申請書（第２

号様式，１６ページ参照）を速やかに提出してください。  

ただし，交付申請額の増額については，認められません。 

 

３．実績報告 

  実績報告の際は，以下の書類を提出していただきます。 

 啓発活動が終了した日の翌日から起算して１４日以内に提出してください。ただし，交付申請

時に既に啓発活動が終了している場合は，交付決定日の翌日から１４日以内に提出してください。 

 

◆実績報告に必要なもの◆ 

 ◇ 人権啓発活動実績報告書（第３号様式，１７ページ参照） 

  ◇ 収支決算書 

  ◇ 領収書等，啓発活動の実施に要した経費を支払ったことを証する書類 

  ◇ 啓発活動における配布資料（プログラム，レジュメ等） 

  ◇ 啓発活動の実施を証する写真 

（講演，催しの様子や，展示したパネル等の内容が確認できるもの） 

◇ 新聞等に掲載された場合は，その記事の写し 

 

４．補助金の交付額の確定及び交付 

京都市において，提出された実績報告書等を審査し，補助金の額を確定し，申請者に文書で通

知のうえ，交付します。 

 

５．その他（報告） 

皆様から申請いただき，補助金を交付することとなった事業については，「京都市人権文化推進

懇話会※」において報告します。 

※京都市人権文化推進懇話会 

  本市人権施策を外部の視点で専門的な見地及び市民の立場から点検・評価するため，有識者

等で構成し，開催する会合です。 
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よくある質問 Ｑ＆Ａ 

【補助金交付の対象となる団体について】（８ページ） 

１ どのような団体であれば補助金の交付を受けられるのでしょうか。 

【補助金交付の対象となる啓発活動について】（８～９ページ） 

２ どのような活動が補助金交付の対象となるのでしょうか。 

３ 「戦争と人権」「人身取引」等をテーマとした講演会の開催を検討しています。補助金

の交付対象となりますか。 

４ 啓発標語を記載したポケットティッシュやボールペン等を配布する街頭啓発の実施を

検討しています。補助金の交付対象となりますか。 
５ 事業の市民への周知方法についてですが，チラシを作成し，団体スタッフ数名で街頭

配布したいと考えています。「広く市民に広報しているもの」と認められますか。 

【補助金の額について】（９ページ） 

６ 補助金はどの程度交付されるのですか。また，上限はあるのですか。 
７ 事業に要する経費の２分の１に相当する額の補助金が交付されるとして，残りの２分

の１は参加者に支払ってもらう参加費や他の補助金等で賄いたいと考えています。この

場合でも，事業に要する経費の２分の１に相当する額の補助金を交付してもらえますか。 
８ 想定していたよりも参加者が多く，徴収した参加費が予定より多額となり，事業終了

後の収支計算の結果，補助金交付予定額と合わせた収入額が支出額を上回る見込みとな

りました。この場合，補助金の交付額は変更されますか。 
９ 予定していた人権イベントを当日，諸般の事情（悪天候，災害，講師の急病等）によ

り，やむを得ず中止しました。イベント会場の設営は前日に完了し，設営委託事業者へ

の支払債務は発生しています。このような場合，それらに要する経費の２分の１の範囲

内で補助金の交付を受けられますか。 
 

【補助金の対象とならない経費について】（１０～１３ページ） 

１０ 活動の実施に当たっては様々な経費が発生しますが，補助金の交付の対象とならな

い経費があると聞きました。なぜですか。 
１１ 子どもの人権を対象としたイベントにおいて，子どもたちに人気のあるキャラクタ

ーのショーを一部採り入れたいと思っています。人権とは直接関係ありませんが，キャ

ラクター派遣元に支払う謝礼や交通費は補助金交付の対象経費に含まれますか。 
１２ 例年開催しているイベントに，今年は障害のある人の人権をテーマとした啓発パネルを

展示したブースを設けます。このイベントを人権イベントとして申請したら，対象になりま

すか。又は，ブースの分だけでも対象経費になりますか。 
１３ 補助金の対象とならないとされている「企画，調査，打合せ，交渉その他の事前の

調整に係る経費」は，具体的にどのような経費が該当しますか。 
１４ 補助金の対象とならないとされている「主催者，出演者及び参加者に提供される飲

食物及び食器」の購入又は作成に係る経費は，具体的にどのような経費が該当しますか。 
１５ 補助金の対象とならないとされている「遊具又は景品」の購入又は作成に係る経費

は，具体的にどのような経費が該当しますか。 
１６ 補助金の対象とならないとされている「補助活動の終了した日以降においても相当

期間継続して使用可能な物品又は映像」の購入又は作成に係る経費は，具体的にどのよ

うな経費が該当しますか。また，補助金の対象とならないのはなぜですか。 
１７ 補助金の対象とならないとされている「補助活動の終了した日以降に作成する冊子，

図書，報告書，その他の記録物」の購入又は作成に係る経費は，具体的にどのような経

費が該当しますか。 
１８ 補助金の対象とならないとされている「出演者に提供される物品」の購入又は作成

に係る経費は，具体的にどのような経費が該当しますか。 
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１９ 主催者に属する者に対する謝礼又は報酬には，具体的にどのような経費が該当しま

すか。また，補助金の対象とならないのはなぜですか。 
２０ 「主催者及び出演者の宿泊に係る経費」が補助金の対象とならないのはなぜですか。

また，「宿泊することに合理的な理由がある場合」とは具体的にどのような場合ですか。 
２１ イベントをオンラインで配信する場合に，配信に関する経費は補助金の対象となり

ますか。 
【補助金の交付手続等について】（１３～１４ページ） 

２２ 補助金の交付を受けるための手続について教えてください。 
２３ 来週の日曜日に開催を予定している人権イベントについて，先日，補助金を交付す

ることを決定した旨，文書で通知していただきましたが，急きょ，出演者と開催場所を

変更することとなりました。この場合，どのような手続が必要ですか。 
２４ 上記２１において，人権イベント開催に要する費用が増えることから，改めて補助

金額の増額を申請したいと思いますが，可能でしょうか。 

２５ 補助金はいつ交付されますか。 

２６ 事業の実施前と実施後に分けて交付を受けることはできますか。また，実施前に全

額の交付を受けることはできますか。 

２７ 交付申請書提出時に必要な書類は，どのようなものがありますか。 

２８ 実績報告の際に添付する領収書等の書類は，写しでも構いませんか。 

 



8 
 

【補助金交付の対象となる団体について】 

 

 

  本補助金の交付の目的は，市民の自由な意思により組織された団体による，自主的な人権啓発

の取組を支援することによって，人権尊重の理念を普及させ，市民の理解を深めるというもので

す。したがって，次の１～４の条件を全て満たす団体が対象となります。 

１ 法律により設立し，又は組織することを義務付けられている団体でないこと。 

２ 営利を目的とした団体でないこと。 

３ 京都市内に主たる事務所を有する団体であること。 

４ 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団

密接関係者でないこと。 

【補助金交付の対象となる活動について】 

 

 

  補助金の交付の対象となる活動は，広く市民の間に人権尊重の理念を普及させ，市民の理解を

深めることを目的とした講演会，集会その他の啓発活動です。 

具体的には，次の１～５の条件を全て満たす必要があります。 

１ 京都市人権文化推進計画に掲げる各重要課題に関するものであること。 

２ 広く市民に広報しているものであること。 

３ 京都市内で開催されるものであること。 

４ 特定の市民，地域を対象としたものでないこと。 

５ 令和３年４月１日から令和４年３月３１日に行う啓発活動であること。 

 

  

・女性と男性が互いに人権を尊重し支え合うまちづくり 

  ・子どもを共に育む社会づくり 

  ・高齢者の人権尊重と支え合う健康長寿のまちづくり 

  ・障害のある人の人権尊重と互いに支え合うまちづくり 

  ・ひとりひとりの人権が大切にされる同和問題の解決のための取組 

  ・多文化が息づくまちづくりと外国籍市民等の人権尊重 

・安心して働き続けられる職場づくり 

  ・感染症患者等の人権尊重 

  ・犯罪被害者等の人権尊重 

  ・刑を終えて更生を目指す人 

  ・ホームレスの人権尊重と自立支援 

  ・高度情報化社会における人権尊重 

  ・ＬＧＢＴ等の性的少数者 

  ・様々な課題 

   アイヌの人々 

   婚外子 

   北朝鮮当局による拉致問題等 

   東日本大震災等に起因する人権問題 

 

 

京都市人権文化推進計画に掲げる各重要課題とは？ 

１ どのような団体であれば補助金の交付を受けられるのでしょうか。 

２ どのような活動が補助金交付の対象となるのでしょうか。 
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  前述２のとおり，京都市人権文化推進計画に掲げる重要課題に関する活動を交付対象としてい

ることから，補助金の交付対象となる啓発活動には該当しません。 

 

 

 

 

  本補助金は，人権尊重の理念を普及させ，市民の理解を深めるために行われる啓発活動を支援

することを目的としていることから，講演会，学習会や交流事業などの啓発活動を交付の対象と

しており，街頭啓発は対象となりません。 

 

   

 

 

  広報の方法については，商業新聞や各種フリーペーパー等への広告掲載，自治会その他各種団

体を通じての案内チラシの配布，団体のインターネットホームページやＳＮＳを活用した情報の

発信等が考えられますが，街頭でのチラシの配布についても，相当枚数のチラシを不特定多数の

人に広く配布することで十分効果があると考えられるものについては，「広く市民に広報している

もの」と認められます。 

  ただし，専ら会員の閲覧用に発行されている機関誌への案内広告の掲載，また，チラシの配布

に当たっても，自治会や教育機関，サークル等，特定の限られた地域や人のみを参加の対象とし

ているような場合は，「広く市民に広報しているもの」とは認められません。 

【補助金の額について】 

 

 

  補助金の額は，活動に要する費用の２分の１に相当する額の範囲内において交付しますが，予

算の範囲内での支出であることや，後述（９～１８）のとおり，補助金の対象とならない経費が

あるほか，２ページの「補助金の額」の算出方法（京都市人権啓発活動補助金交付規則実施細則

（以下「細則」という。）第４条）により決定します。 

  したがって，申請状況によっては，申請いただいた額よりも交付決定額が大幅に異なることも

想定されます。あらかじめ御理解ください。 

  また，１年度に１の団体が交付を受けられる補助金の額の上限は１００万円です。 

  

 

 

 

 

  団体側が負担すべき額をどのように工面されるかは問いません。よって，後述８のように収益

が生じる場合を除き，事業に要する経費の２分の１に相当する額の範囲内の補助金を交付します。 

 

 

 

 

 

  収益は認めていないことから，事業実施後の収支決算において収益が認められる場合は，その

収益分を補助金交付額から差し引いた額を，最終的な交付額として交付します。 

 

 

３ 「戦争と人権」や「人身取引」等をテーマとした講演会等の開催を検討しています。補助金

の交付対象となりますか。  

５ 事業の市民への周知方法についてですが，チラシを作成し，団体スタッフ数名で街頭配布し

たいと考えています。「広く市民に広報しているもの」と認められますか。 

７ 事業に要する経費の２分の１に相当する額の補助金が交付されるとして，残りの２分の１は

参加者に支払ってもらう参加費や他の補助金等で賄いたいと考えています。この場合でも，事

業に要する経費の２分の１に相当する額の補助金を交付してもらえますか。 

 

６ 補助金はどの程度交付されるのですか。また，上限はあるのですか。 

８ 想定していたよりも参加者が多く，徴収した参加費が予定より多額となり，事業終了後の収

支計算の結果，補助金交付予定額と合わせた収入額が支出額を上回る見込みとなりました。こ

の場合，補助金の交付額は変更されますか。 

４ 啓発標語を記載したポケットティッシュやボールペン等を配布する街頭啓発の実施を検討

しています。補助金の交付対象となりますか。 
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  補助金交付の条件である啓発活動が存在しませんので，補助金の交付を取り消すこととなりま

す。したがって，補助金は交付できません。 

【補助金の対象とならない経費について】 

 

 

 

  補助金は，市民団体の皆様が自主的に実施する人権啓発活動について，本市が活動に要する費

用の一部を支援するものであり，活動を通して，広く市民の間に人権尊重の理念を普及させ，理

解を深めていただくことを目的としています。 

  毎年度，様々な団体により多種多様な活動が行われていますが，活動による啓発効果を高める

ために，どのような手法を採るか，どのような方に出演してもらうか，どこを会場とするか等，

各団体が創意工夫を凝らして実施されています。 

  補助金については，市民の皆様からの税金等の貴重な財源で賄われており，限られた予算の中

から，毎年度，一定の予算額を計上しています。このため，交付に当たっては，公正さはもとよ

り厳格さも求められることから，活動の目的や社会通念に照らし，公金を充てることが適当でな

いと認められる経費については，補助金の交付の対象となりません。 

  そこで，本市では，細則において，「補助金の交付の対象とならない経費」を以下の５つに分類

し，定めています。 

 

   

 

 

◆ 企画，調査，打合せ，交渉その他の事前の調整に係る経費 

◆ 次に掲げる物品の購入又は作成に係る経費 

    ア 主催者，出演者及び参加者に提供される飲食物及び食器 

    イ 遊具又は景品 

    ウ 補助活動の終了した日以降においても相当の期間継続して使用可能な物品又は映像 

    エ 補助活動の終了した日以降に作成する冊子，図書，報告書その他の記録物 

◆ 出演者に提供される物品に係る経費 

（ただし，謝礼又は報酬（交通費を含む。以下同じ。）として提供される物品に係る経費を除く。） 

◆ 謝礼又は報酬のうち，次に掲げる経費 

    ア ３０万円を超えるもの 

    イ １年度当たり，同じ出演者に対する１５万円を超えるもの 

      （ただし，同じ出演者に対して謝礼又は報酬を支払う主催者が同一の団体（実質的に

同一の団体であると認められる団体を含む。）でない場合は除く。） 

    ウ 主催者に属する者に対するもの 

◆ 主催者及び出演者の宿泊に係る経費 

（ただし，出演者については宿泊することに合理的な理由がある場合を除く。） 

 
個々の具体的な経費が，補助金の対象となる経費か否かについては，次ページ以降のＱ＆Ａ（１

１～１９）を御参照ください。 

 

 

補助金の交付の対象とならない経費 

９ 予定していた人権イベントを当日，諸般の事情（悪天候，災害，講師の急病等）により，や

むを得ず中止しました。イベント会場の設営は前日に完了し，設営委託事業者への支払債務は

発生しています。このような場合，それらに要する経費の２分の１の範囲内で補助金の交付を

受けられますか。 

１０ 活動の実施に当たっては様々な経費が発生しますが，補助金の交付の対象とならない経費

があると聞きました。なぜですか。 
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人権啓発に直接関連のないショーに係る費用は，対象経費に含みません。（当該キャラクターシ

ョーが当該人権イベントのメインではなく，本来の人権啓発活動との相乗効果を目的として実施

されるものである場合に限り，キャラクター派遣元に支払う謝礼や交通費も補助金交付の対象経

費に含まれます。） 

  これまでは，広く啓発を行う必要があることから内容によっては対象経費としていましたが，

本補助金の趣旨に鑑み，令和３年度から対象経費とはしません。 

 

 

 

 

 

  イベントの主たるテーマが人権課題であることを要件とします。そのためには，イベント全体が人

権をテーマとしている必要がありますので，一部の場合は対象となりません。 
 

 

 

 

  ・企画会議に係る経費 

・出演交渉や取材に係る経費 

・事前に開催する学習会に係る経費や図書その他教材の購入費用 

  ・出演者との事前の打合せ・リハーサル等に係る会場使用費，謝礼，交通費，宿泊費，出張費 

  などが該当します。 

 

 

 

 

  主催者である団体の構成員，運営スタッフ（手話通訳者，要約筆記者，看護師，保育士，ボラ

ンティア等）及び出演者に提供される弁当，お茶，菓子などがこれに該当します。 

また，模擬店で参加者に有料又は無料で提供される， 

・缶，ペットボトル又は紙容器等に入れられて市販されているコーヒー，紅茶，お茶，炭酸飲

料，酒，菓子等の購入費用 

・焼きそば，たこ焼き，唐揚げ，串カツ，ラーメン，フランクフルト等，加工・調理した飲食

物の材料の購入費用 

・上記を参加者に提供する場合の容器（皿，カップ），箸，スプーン等の購入費用 

などが該当します。 

  なお，本市では，環境の視点から，イベント等の会場において使用する食器については，  

 ごみの発生抑制を推進するため，洗って何度も繰り返し使うことのできる「リユース食器」 

 の使用を推奨しています。リユース食器のレンタル料金については補助金の対象となります。 

 

 

 

 

子どもが遊ぶための滑り台，積木，ぬいぐるみ，クッション等の遊具や，模擬店（「福引き」や

「輪投げ」等）において参加者に提供することを想定した景品の購入費用が該当します。 

 

 

 

１１ 子どもの人権を対象としたイベントにおいて，子どもたちに人気のあるキャラクターのシ

ョーを一部採り入れたいと思っています。人権とは直接関係ありませんが，キャラクター派遣

元に支払う謝礼や交通費は補助金交付の対象経費に含まれますか。 

１３ 補助金の対象とならないとされている「企画，調査，打合せ，交渉その他の事前の調整に

係る経費」は，具体的にどのような経費が該当しますか。 

１４ 補助金の対象とならないとされている「主催者，出演者及び参加者に提供される飲食物及

び食器」の購入又は作成に係る経費は，具体的にどのような経費が該当しますか。 

１５ 補助金の対象とならないとされている「遊具又は景品」の購入又は作成に係る経費は，具

体的にどのような経費が該当しますか。 

１２ 例年開催しているイベントに，今年は障害のある人の人権をテーマとした啓発パネルを展示し

たブースを設けます。このイベントを人権イベントとして申請したら，対象になりますか。又は，

ブースの分だけでも対象経費になりますか。 
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補助活動の終了した日以降にも使用可能なパソコン，ラジオ，机，いす，テント，音響機器，

運搬用台車，収納箱，ブルーシート，のぼり旗，ゼッケン，コンロ，調理用鉄板等の物品の購入

費用，映画等の映像作成等に係る経費がこれに該当します。 

これらの物品の購入，映画等の映像の作成等を行った場合，その後は，団体の財産として，当

該人権啓発活動以外にも様々な用途での使用や，売却，譲渡等の処分が可能であることから，補

助金の対象とならない経費としています。 

ただし物品については，その素材や形状において，通常相当期間継続しての使用に耐えられな

いと認められるもの（紙で出来たのぼり旗やゼッケン等）の購入費用は補助金の対象となります。 

 

 

 

 

   

啓発活動の内容を団体内で記録として保存する，あるいは市民に周知するために作成する冊子，

チラシ，機関誌，会報，図書，報告文書，ホームページ掲載用の記録物や映像等に要する経費が

該当します。 

 

 

 

 

出演者に贈呈される花束，記念品，金券類（商品券，図書カード，旅行券，乗車券等）の購入

費用等が該当します。 

  ただし，謝礼や報酬として提供する場合で，提供する相手方に領収書等の交付を求める場合を

除きます。 

  

 

 

 

  主催者である団体の構成員が，講演会で講演をしたときの謝礼やイベントのスタッフとして従

事したときの報酬，主催者である団体の構成員が，主催者である団体へ譲った物品等への謝礼，

交通費等が該当します。 

  本補助金は，市民の皆様の自主的な活動に要する経費を支援することが目的であり，活動の主

体である市民の皆様への謝礼や報酬まで支援する趣旨ではないことから，補助金の対象とならな

い経費としています。 

  また，交通費について，出演者については補助金の対象としますが，主催者である団体の構成

員に支給するものについては補助金の対象としません。 

 

 

 

 

  市民を対象とした講演会やイベント等の人権啓発活動の開始及び終了の時間は，通常，列車，

バス，航空機等の交通機関が運行されている時間帯であることから，活動日の前日又は当日に宿

泊せざるを得ない合理的な理由がない限り，宿泊に要する費用は補助金の対象経費とは認められ

ません。  

  「宿泊することに合理的な理由がある場合」とは，以下のようなケースが想定されます。 

  ◆出演者が交通機関の運行開始後すぐに移動したとしても，定刻に目的地に到着できない場合   

１８ 補助金の対象とならないとされている「出演者に提供される物品」の購入又は作成に係る

経費は，具体的にどのような経費が該当しますか。  

１６ 補助金の対象とならないとされている「補助活動の終了した日以降においても相当期間継

続して使用可能な物品又は映像」の購入又は作成に係る経費は，具体的にどのような経費が

該当しますか。また，補助金の対象とならないのはなぜですか。 

２０ 「主催者及び出演者の宿泊に係る経費」が補助金の対象とならないのはなぜですか。 

また，「宿泊することに合理的な理由がある場合」とは具体的にどのような場合ですか。 

１９ 主催者に属する者に対する謝礼又は報酬には，具体的にどのような経費が該当しますか。 

また，補助金の対象とならないのはなぜですか。 

１７ 補助金の対象とならないとされている「補助活動の終了した日以降に作成する冊子，図書，

報告書，その他の記録物」の購入又は作成に係る経費は，具体的にどのような経費が該当し

ますか。 
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  ◆出演者が交通機関の途絶前に移動したとしても，目的地への到着が午前０時以降になる場合 

  ◆２日間にわたって開催されるイベントに出演者が両日とも出演する必要がある場合で，かつ，

その都度，交通機関を使用して移動し，出演することが著しく非効率であると認められる場

合 

  ◆災害等により交通機関が途絶している場合 

    この場合の「主催者及び出演者」は，主催者である団体の構成員，運営スタッフ（手話通

訳者，要約筆記者，看護師，保育士，ボランティア等）及び出演者を指します。 

    なお，活動日以前に打合せ・リハーサル等を行う場合や，活動終了後に開催される懇親会

等に参加するために，宿泊せざるを得ないことは，「合理的な理由」に当たりません。 

 

 

 

 

  イベントをリアルタイムで配信するために要した経費は補助金の対象となります。ただし，撮

影・記録した映像等を記録媒体に保存する等して，補助活動の終了した日以降においても相当の

期間継続して使用可能な物品又は映像として作成することに関する経費は，対象となりません。  

また，営利を目的としたオンライン配信に係る経費は対象となりません。 

【補助金の交付手続等について】 

 

 

  手続の流れは，おおむね以下のとおりですが，必ず事前に京都市文化市民局共生社会推進室人

権文化推進担当（以下「人権文化推進担当」という。）に御相談ください。 

１ 交付申請 

  「人権啓発活動補助金交付申請書」（第１号様式，１５ページ参照）に，啓発活動の名称，場

所，目的，内容及び実施予定日（申請日までに実施した事業については，実施した日）並びに

活動に要する費用の額及び交付申請額を記入し，収支予算書，事業計画書等の活動の内容の詳

細を記載したもの，市民への周知チラシやポスター等の広報物，活動を実施する場所の使用許

可書の写し，主催者の規約・構成員名簿等の団体の概要が分かるものと併せて（１４ページＱ

２５参照），京都市人権啓発活動補助金交付規則（以下「規則」という。）第５条により定めら

れた期限（５月３１日）までに人権文化推進担当へ提出していただきます。 

２ 補助金の交付等決定 

京都市において，提出された申請書等を審査し，規則第５条により定められた期限の到来後

２８日以内に補助金交付の可否等について，申請者に文書で通知します。 

３ 実績報告 

   啓発活動終了後，「人権啓発活動実績報告書」（第３号様式，１７ページ参照）に，啓発活動

の名称，場所，実施日及び活動の概要並びに交付決定日及び決定番号を記入し，収支決算書，

領収書等の活動に要した費用を支払ったことが分かる資料のほか，啓発活動で配布したプログ

ラムやレジュメ等，活動の実施を証明し，その内容が確認できる写真（例えば，舞台上での講

演や催しの様子，啓発用に展示された物品や掲示されたパネル，ポスター等の内容が確認でき

る写真），新聞等に掲載された記事の写しがある場合は，これらとともに人権文化推進担当へ提

出していただきます。 

   ただし，収支決算書の補助金額については，交付決定通知書に記載する交付予定額又は交付

率を適用した額を記載してください。 

４ 補助金額の決定及び交付 

   京都市において，提出された実績報告書等を審査し，補助金の額を確定し，申請者に文書で

通知のうえ，交付します。 

 

 

２２ 補助金の交付を受けるための手続について教えてください。 

２１ イベントをオンラインで配信する場合に，オンライン配信に関する経費は補助金の対象と

なりますか。 
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当初に提出していただいた「人権啓発活動補助金交付申請書」（第１号様式，１５ページ参照）

に記載された内容（活動の名称，実施場所，目的，内容及び実施予定日並びに活動に要する費用

の額及び交付申請額）に変更が生じる場合，原則として「人権啓発活動変更・中止承認申請書」（第

２号様式，１６ページ参照）を提出していただく必要がありますので，電話等で速やかに人権文

化推進担当に御相談ください。 

 

 

 

 

  補助金の交付決定後の増額の申請については，変更を受け付けることができません。 

 

 

 

  補助金の交付額は，人権啓発活動実績報告書等の書類を審査したうえで確定しますので，補助

金の交付時期は啓発活動実施後となります。 

 

 

 

 

Ｑ２２のとおり，補助金の交付額は，人権啓発活動実績報告書等の書類を審査したうえで確定

しますので，補助金の交付時期は啓発活動実施後となります。 

  ただし，啓発活動実施前においても，交付予定額の９割を限度として交付を受けることができ

ます。この場合，別途，概算払を希望する旨請求書（１８ページ参照）の提出等の手続が必要と

なりますので，必ず，交付申請書の提出時に人権文化推進担当に御相談ください。 

 

 

 

  交付申請書の提出に当たっては，次の書類が必要となります。 

  また，これらの他に，交付決定の審査に当たり見積書等の提出を求める場合があります。 

  １ 事業計画書等，活動の内容の詳細を記載したもの 

  ２ 収支予算書（謝礼又は報酬が委託費等に含まれる場合は，その内訳が分かるもの） 

３ 市民への周知チラシ，ポスター等の広報物 

４ 活動を実施する場所の使用許可書（写し） 

５ 主催者の規約，構成員名簿等の団体の概要が分かるもの 

 

 

 

  提出していただく書類としては，記載内容が分かれば，写しでも構いません。 

  ただし，写しを提出いただく場合には，それらの書類が原本の写しに相違ないことを確認しま

すので，原本についても一旦提出していただき，確認後，返却させていただくこととなります。 

２３ 来週の日曜日に開催を予定している人権イベントについて，先日，補助金を交付すること

を決定した旨，文書で通知していただきましたが，急きょ，出演者と開催場所を変更するこ

ととなりました。この場合，どのような手続が必要ですか。 

２４ 上記２３において，人権イベント開催に要する費用が増えることから，改めて補助金額の

増額を申請したいと思いますが，可能でしょうか。 

２５ 補助金はいつ交付されますか。 

２６ 補助金を事業の実施前と実施後に分けて交付を受けることはできますか。また，実施前に

全額の交付を受けることはできますか。 

２７ 交付申請書提出時に必要な書類は，どのようなものがありますか。 

２８ 実績報告の際に添付する領収書等の書類は，写しでも構いませんか。 
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第１号様式（第５条関係） 
人権啓発活動補助金交付申請書 

 

（宛先） 京  都  市  長 年   月   日 

申請者の主たる事務所の所在地 
 
 

 

申請者の名称及び代表者名 
 

 
 

電話    － 
 

京都市補助金等の交付等に関する条例第９条の規定により補助金の交付を申請しま

す。 

活 動 の 名 称  

活 動 の 実 施 場 所  

活 動 の 目 的 及 び 内 容 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

活動の実施予定日又は 
実施予定期間（既に活動を実

施した場合にあっては，その

実施日又は実施期間） 

 
 

活動に要する費用の額 円 

交 付 申 請 額 円 
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第２号様式（第６条関係） 
  人権啓発活動      承認申請書 

 

（宛先） 京  都  市  長 年   月   日 

申請者の主たる事務所の所在地 
 
 

 

申請者の名称及び代表者名 
 
 

     
電話    － 

 
 

京都市人権啓発活動補助金交付規則第６条の規定により       の承認を申請 
します。 

活 動 の 名 称  

交付決定日及び決定番号 年   月   日       第   号 

変更の理由及び内容又は 
中止の理由 

 
 

該当する☐には，✓印を記入してください。 
 

変更 
中止 

□ 変更 
□ 中止 
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第３号様式（第７条関係） 
人権啓発活動実績報告書 

 

（宛先） 京  都  市  長 年   月   日 

報告者の主たる事務所の所在地 
 
 

 

報告者の名称及び代表者名 
 

  
 

電話    － 
 

京都市補助金等の交付等に関する条例第１８条第１項の規定により活動の実績を 
報告します。 

活 動 の 名 称  

活 動 の 実 施 場 所  

活動の実施日又は実施期間  

交付決定日及び決定番号     年   月  日     第   号 

活動の概要 

活動内容 

 

参加人数  

特記事項 
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人権啓発活動補助金概算払請求書 

 

（宛先） 京  都  市  長 年   月   日 

請求者の主たる事務所の所在地 
 

請求者の名称及び代表者名（記名押印又 
は署名） 
 
                 ㊞ 

電話    －      
 

京都市補助金等の交付等に関する条例第２１条第２項の規定により補助金の概算払を 
請求します。 

活 動 の 名 称  

交付決定日及び決定番号 年   月   日        第   号 

補助金の請求額          円 交付予定額           円 

 
 
振

込

口

座 

□登録済みの口座（１口座のみ登録）→以下記入不要です。 

□登録済みの口座（複数口座を登録）のうち，下記の口座→口座番号まで記入してください。 

□登録していない下記の口座→全て記入してください。 

金融機関名 店舗名 預金種目 口座番号 

    

□普通（総合） 

□当座 

□貯蓄 

□その他 

             

口座名義 

（フリガナ） 
 

口座名義 

（漢字等） 
 

※ 原則として，請求者の名義の口座を記入してください。        

※ ゆうちょ銀行の場合は，振込用の店名（漢数字）・預金種目・口座番号を記入してください。 

 
 
 

（例） 
人権啓発活動補助金に係る概算払の請求書 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 

 

お問合せ先 

京都市文化市民局共生社会推進室（人権文化推進担当） 

 〒604-8101 

 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町６５ 京都朝日ビル８階 

 TEL：075－366－0322 FAX：075－366－0139 

 ホームページ：http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000007419.html 

この印刷物が不要になれば 

「雑がみ」として古紙回収等へ！ 

http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000007419.html

